
これから、本格的な防除シーズンを迎えます。
農薬を使用する機会も増えてまいりますので、ご使用の際は以下のことに十分注意して
ください。

４月より、当課に新規採用の古田が配属されましたので、お知らせいたします。
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① 農薬の使用方法及び注意事項の説明書をよく読んで使用して

下さい。

② 使用基準をよく守って下さい。

③ 人畜・魚介類など周辺環境に十分注意して下さい。

④ 品質保持・危害防止・火気などの事故防止のため適正な保管管

理をして下さい。

（特に毒物・劇物は鍵のかかるところで責任を持って保管して下さい。）

⑤ 農薬の空容器などは、処理を専門に行っている業者（許可のある産業

廃棄物業者）に依頼して下さい。

平成２１年度から有田振興局地域振興部農業振興課に配属に

なりました新採の古田貴裕といいます。大学でみかんについて
ふるた たかひろ

学んできましたがまだまだわからないことが多く、日々先輩職

員の方々に教えていただくことばかりですが、農家の皆様の力

になれるよう頑張りたいと思います。これからよろしくお願い

します。

この 4月より新たに課長に着任しました那須隆文です。
な す たかふみ

着任にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。
平素は、皆様方におかれましては、県行政へとりわけ農業分野での取り組みにご尽力

賜り、厚く御礼申し上げます。
私は、この 4 月の異動で県経営支援課からまいりましたが、有田へ来るのは実に 17

年ぶりであり大変懐かしく、こうしてまた地域の皆様とともに活動に取り組めることを
大変嬉しく思います。

農業を取り巻く情勢は、依然として厳しいものがございますが、職員一同全力で取
り組んでまいりたいと思いますので、変わらぬご支援とご理解のほどよろしくお願い
いたします。

新規採用職員の紹介



これまで、有田地域の農業振興、食育や農業教育活動や地産地消活動等により有田農業の発

展や地域の活性化に日頃から熱心に取り組んでいただいている農業士連絡協議会、有田地方生

活研究グループ連絡協議会ならびに有田地方４Ｈクラブ連絡協議会において、今年度より新しく会

長になられた方々をご紹介します。

平成２１年度ならびに平成２２年度の有田地方農業士協議会の

会長を務めさせていただきます有田川町の中尾高明です。

会員の皆様の協力を得ながら、若い後継者が育ち、いつも笑顔あ

ふれる元気のある素晴らしい有田農業を目指して頑張っていきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。

有田地方農業士協議会 会長 中尾 高明有田地方農業士協議会 会長 中尾 高明

平成２１年度の有田地方生活研究グループ連絡協議会の会長を

務めさせて頂きます有田川町の宮地スミ子と申します。地産地消、食

育推進など地元の食材の良さや、伝承料理の大切さを伝えていくと

ともに、微力ながら会員一同有田農業の担い手としてを日本一のみ

かんの里有田地域を盛り上げていきたいと思っています。よろしくお

願いします。

有田地方生活研究グループ連絡協議会 会長 宮地 スミ子有田地方生活研究グループ連絡協議会 会長 宮地 スミ子

有田地方４Hクラブ連絡協議会の平成２１年度の会長を務めさせ

ていただきます有田川町の武内健です。この一年、仲間とのふれあい

を通じて農業のすばらしさ、楽しさを共有し今後の営農に役立ててい

けるような活動ができたらと考えています。なにぶん不慣れな会長で

すが、新役員・理事とともに協力して頑張って参りますので、よろしく

お願い致します。

有田地方４Hクラブ連絡協議会 会長 武内 健有田地方４Hクラブ連絡協議会 会長 武内 健



イノシシやニホンジカなどの鳥獣をわななどの法定猟具を使用して捕獲する場合、狩猟免許を取
得する必要があります。

免 許 の 種 類 猟 具

○網猟免許 網（むそう網、はり網、つき網、なげ網）

○わな猟免許 わな（くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな）

○第一種銃猟免許 銃器（装薬銃（ライフル銃・散弾銃）、空気銃）

○第二種銃猟免許 空気銃

狩猟免許の取得には下記の日程で行われる試験に合格する必要があります。
また、試験の申し込みは、住所地を管轄する振興局農業振興課にお申込み下さい。

開 催 日 時 会 場 申 込 期 間

7月 19日（日） 正 午 和歌山県民文化会館 6月 1日 ～ 7月 3日

7月 19日（日） 正 午 上富田文化会館 6月 1日 ～ 7月 3日

7月 19日（日） 正 午 東牟婁総合庁舎 6月 1日 ～ 7月 3日

8月 27日（木） 正 午 和歌山県民文化会館 6月 1日 ～ 8月 13日

8月 27日（木） 正 午 日高町公民館 6月 1日 ～ 8月 13日

試 験 科 目

(1) 適性試験 ： 視力、聴力及び運動能力

(2) 技能試験 ： 鳥獣の判別及び猟具の取扱い

(3) 知識試験 ： 鳥獣の保護及び狩猟に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する

知識について、択一式の筆記試験

狩猟試験に際し、和歌山県猟友会主催の講習会が、下記日程で開催されます。
受講希望者は、住所地を管轄する振興局農業振興課内 猟友会支部事務局にお申込み下さい。

開 催 日 時 会 場 申 込 期 間

7月 11日 ～ 12日 午前 9時 和歌山ビッグ愛 6月 1日 ～ 7月 3日

7月 14日 ～ 15日 午前 9時30分 上富田文化会館 6月 1日 ～ 7月 3日

7月 11日 ～ 12日 午前 9時 東牟婁総合庁舎 6月 1日 ～ 7月 3日

8月 22日 ～ 23日 午前 9時 和歌山ビッグ愛 6月 1日 ～ 8月 13日

8月 23日 ～ 24日 午前 9時 日高町中央公民館 6月 1日 ～ 8月 13日

◆ 講習会のご案内

◆ 狩猟免許試験日程・試験科目のご案内

狩猟免許試験のお知らせ

!! ご注意下さい !!

狩猟免許及び狩猟者登録無しで狩猟を行うと、法律により罰せられます。

（例） ・ 狩猟者登録を受けずに狩猟をした者 →（ 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 ）

・ 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者

及び、使用した者 →（ 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金 ）

また、狩猟登録を行っていても、法令違反があった場合は、狩猟免許や狩猟者登録の効力が

停止されたり抹消されることがあります。



【お知らせ】

課 長 那須 隆文

産 地 指 導 グ ル ー プ 産 地 振 興 グ ル ー プ 担 い 手 グ ル ー プ

主 任(GL) 成川 正芳 主 任(GL) 西谷 公男 主 任 (GL) 井上 純

主 査 植田 栄仁 主 査 上山 智史 主 任 高松 久起

技 師 水上 徹 副 主 査 久保 浩之 副 主 査 森 博子

技 師 宮井 良介 技 師 古田 貴裕 副 主 査 西岡 晋作

※ が名称変更しました

農業士会 ４Ｈクラブ 生活研究グループ

広 域 高松 久起 西岡 晋作

有 田 市 植田 栄仁 植田 栄仁

湯 浅 町 高松 久起 高松 久起

広 川 町 西岡 晋作 西岡 晋作 森 博子

有田川町 成川 正芳 （吉備地区）
水上 徹

（金屋地区）
宮井 良介

去る2月1２日(木)和歌山市自治会館において「むらとくら
しを考える女性会議」が開催されました。平成２０年度女性
・高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟの生活・生産に関する表彰が併せて実施され、
有田川町水尻友の会農林水産部長表彰を受賞しました。

去る2月13日（金）和歌山県民文化会館において平成
２０年度和歌山県青年農業者会議が、開催されました。有
田地方からは、有田川町吉備、金屋の各支部が代表として
プロジェクト発表を行い、有田川町金屋支部の高垣秀章氏
が奨励賞を受賞しました。

◆ 21年度より産業振興部から地域振興部へ名称が変更になりました。

◆ また、課内グループ名称も、産地第一グループから産地指導グループへ、産地第二グループから

産地振興グループへ、それぞれ変更になりました。

体 制 図

農業関連団体の担当

管 内 農 業 関 連 団 体 の 表 彰

■ 有田川町水尻友の会

■ 有田川町4Hクラブ金屋支部
高垣 秀章 氏（奨励賞）


